
 

「千葉県農林水産業振興計画（案）」に対する意見と県の考え方 

 

千葉県農林水産部農林水産政策課 

 

１ パブリックコメント実施期間    令和８年２月２０日（金）～３月１３日（金） 

２ 意見提出者数（意見の延べ件数）   １人（１件） 

３ 提出された意見の概要と県の考え方 

 ※提出された意見について、趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。 

 ※複数の理由から意見が述べられている場合は、意見の概要を分けて掲載しています。 

御意見の概要 県の考え方 

（１）千葉県農林水産業の持続的発展について 

食料不足に備えて、年間を通じて収穫が

可能な栽培をすることがいいと思う。生産

量が増えても、海外からの輸入を減らせ

ば、価格の低下を招かず、安定的に利益を

確保でき、持続力のある産業になると思

う。 

 本県は、温暖な気候に恵まれ、農業産出

額全国第４位であるなど、年間を通して

様々な農産物を生産しています。 

県では、今後もスマート技術の導入など

による生産性の向上に取り組むとともに、

県産農林水産物の魅力発信や地産地消の

推進など、さらなる需要の拡大を図り、持

続的な農林水産業を目指してまいります。 

 

 


